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Keyword

1.無人化に向けた法規制の見直しの動き

近年の技術の発展により、様々な分野で「無人化」の動きが見られる。無人化を実現するためには、技術
的に可能であるだけでなく、有人規制の見直しなど、法令上どのような規律にすべきであるのか検討を進
める必要がある。現在も、規制を類型化して一括的に規制の見直しを行う面の改革や、個別の規制の見直
しを行う点の改革という形で、無人化に向けた規制の見直しが進められている分野もある。




2.無人コンビニの普及に向けた課題

無人化を可能とする技術の発展により、社会のインフラとなっているコンビニエンスストアの無人化も技
術的には実現することが可能になっている。無人コンビニを普及させるために、さらなる技術力の向上が
必要であるほか、法規制の見直しも必要である。広く普及させるという観点からは多様な商品を販売でき
ることが重要であり、たとえば、食品衛生法に基づく飲食店営業許可に係る基準や、酒・たばこの対面販
売に係る規制の見直しなどが対象になり得る。




3.無人コンビニの普及に向けた提言

無人コンビニの普及に向けた法規制の見直しについて、どのような法規制を見直すべきか、また、具体的
な見直し内容について、現時点では明確になっていない点も多い。そのため、官公庁、コンビニ業界各
社、有識者、関係する団体などを構成員とする検討会を立ち上げて、法規制や実務上の論点について幅広
い議論を行っていくべきである。

要旨
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無人化に向けた有人規制の見直しの動きと無人コンビニの
普及についての提言

無人化 有人規制

1. 無人化に向けた法規制の見直しの動き

104 無人化に向けた法規制の見直しの動き

　 近 年 の 技 術 の 発 展 が 著 し い こ と は 周 知 の こ とであ り、 様 々 な 分 野 で コ ン ピ ュ ー タ、 ハ ー ド ウ ェ ア、 ソ フ ト ウ ェ

アを駆使して人を代替する技術が生み出されている。たとえば、GPS、カメラ、レーダー、センサーなどの装置

や技術を駆使して道路上の周囲環境を読み取りながら、運転操作の自動制御を行う自動運転は、運転という人が

行って いた行為 を代替する 技術である。ま た、海事 分野におけ るデジタライ ゼーション により実現さ れる、舶用

機器からネットワークを通じて得られた情報やデータを分析し、フィードバックすることにより、機器等の自動

制御や船員への支援に活用する海上を運航する自動運航は、船舶を運転するために人が行っていた制動を代替す

る技術であるといえる。


　 こ の よ う に、 技 術 上 、 様 々 な 分 野 で 人 を 代 替 す る こ と が 可 能 に な ってき てお り、 技 術 的 に は 人 の 手 を 不 要 とす

る 「 無 人 化 」 の 実 現 可 能 性 が 高 まって い る 。 一 方 で、 既 存 の 法 規 制 は 、 基 本 的 に は 人 が い る こ と、 人 が 行 為 を す

る こと を 前提 とし た 有人 を 想定 してい る 規制 （以 下 「有 人 規制 」と い う。） が多 い 。そ の ため 、無 人 とする 場合

に ど の よ う な 規 律 に すべ き か、 あ る い は 望 ま し い の か と い う 点 に つ いて 検 討 を して、 法 改 正 を 進 め て い か な け れ

ば、無人化を実現することが難しい状況にある。


　無人化された事業やサービスを社会実装するための有人規制の見直しや、見直しに向けた取り組みは、現在も

進 め ら れて い る と こ ろ であ る 。 本 稿 で は 、 現 在 の 有 人 規 制 の 見 直 し の 主 要 な 動 き を 概 観 しつ つ、 社 会 の イ ンフ ラ

とな って い る コ ン ビ ニ エ ンス ス ト ア の 無 人 化 に 向 け た 法 規 制 の 課 題 と、 今 後 考 え ら れ る 取 り 組 み に つ いて 提 案 す

る。

1.1 無人化を可能とする技術の発展と法規制
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　有人規制の見直しの動きは、面の改革と点の改革の両面において進められている。


面の改革とは、デジタル庁が進めているデジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン（以下「一括見直しプ

ラン」という。）が該当し、規制を類型化し、その類型ごとに、一括的な見直しを行う取り組みであり、規制の

見直しを横断的に行っていくものである。一括見直しプランは有人規制の見直しという名目により進められてい

るわけではないが、一括見直しプランの中で既存の法規制のうち代表的なアナログ規制の見直しが行われてお

り、見直しが行われている類型化された法規制に有人規制が含まれている状況にある。


　これに対して、点の改革とは、見直しを行うべきと判断された個別の規制を重点的に見直すものであり、対象

となる一つ一つの規制の内容を検討し、ピンポイントで見直しを図っていくものである。面の改革は近年注目さ

れ始めた動きであり、従来は点の改革として法規制の見直しが行われていた状況にある。点の改革として、業界

全体で動きが進められている有人規制もあれば、事業者ごとに国が用意している制度を利用するなどの方法によ

り、有人規制の見直しに向けた取り組みが行われているものもある。


　以下イ及びウでは、面の改革である一括見直しプランと、点の改革として見直しが進められる気運のある個別

の法規制についてもう少し詳しく見ていきたい。

　一括見直しプランは、日本のデジタル改革、行政改革、規制改革を「構造改革のためのデジタル原則」に沿っ

て計 画的かつ効 果的に進めるため、以下の事項に関する今 後 3年間の集中改革期 間における政 府の取組方針を示

すものであり、デジタル庁に設 置されたデジタル臨 時行政 調 査 会によって2022年6月 3日に公表されたものであ

る。


・アナログ規制の見直し及び規制の見直しアプローチ


・アナログ規制の見直しに向けた取組の展開と応用（地方公共団体への波及やテクノロジー企業の活用）


・法制事務のデジタル化に向けた取組


・デジタル時代にふさわしい政府への転換

① 一括見直しプランの位置付け① 一括見直しプランの位置付け

イ.  一括見直しプラン

1.2 有人規制の見直しの動き

ア. 面の改革と点の改革
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構造改革のためのデジタル原則図１

　一括見直しプランの前に面の改革が実施された例として、書面規制、押印、対面規制の見直しが挙げられる。

　 書 面 規 制 、 押 印 、 対 面 規 制 の 見 直 し は 、 2020年 4月 27日 経 済 財 政 諮 問 会 議 に お け る 安 倍 総 理 （ 当 時 ） か ら の
検討要請を踏まえ、テレワーク等の推進及びデジタル時代に向けた規制・制度見直しの一環として行われたもの
で あ る 。 2020年 7月 2日 に 開 催 さ れ た 第 8回 規 制 改 革 推 進 会 議 で 「 書 面 規 制 、 押 印 、 対 面 規 制 の 見 直 し に つ い
て 」 が 公 表 さ れ 、 「 経 済 財 政 運 営 と 改 革 の 基 本 方 針 2020（ 令 和 2年 7月 17日 閣 議 決 定 ） 」 （ い わ ゆ る 「 骨 太 の 方
針 」 ） 及 び 「 規 制 改 革 実 施 計 画 （ 令 和 2年 7月 17日 閣 議 決 定 ） 」 に 基 づ き、 各 府 省 は 、 原 則 と して 全 て の 見 直 し
対象手続について、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、オンライン化を行う
こととされ 、実際に法規制の改正などが進められた。

　② 一括見直しプランの策定までの動き

1

新たな価値の創出

業務改革・

BPR/組織

ルール

利活用環境

連携基盤

データ

インフラ

原則⑤

共通基盤利用原則

原則④


相互運用性確保原則

原則③


官民連携原則

原則②


アジャイルガバナンス原則

原則①


デジタル完結・自動化原則

ID、ベースレジストリ等は、国・地方公共団体や準公共といっ た主

体・分野ごとの縦割で独自仕様のシステムを構築するので はなく、官

民で広くデジタル共通基盤を利用するとともに、調 達仕様の標準化・

共通化を進めること。

官民で適切にデータを共有し、世界最高水準のサービスを享受 できる

よう、国・地方公共団体や準公共といった主体・分野間 のばらつきを

解消し、システム間の相互運用性を確保すること。

公共サービスを提供する際に民間企業のUI・UXを活用するなど ユー

ザー目線で、ベンチャーなど民間の力を最大化する新たな 官民連携を

可能とすること。

書面、目視、常駐、実地参加等を義務付ける手続・業務につい て、デ

ジタル処理での完結、機械での自動化を基本とし、行政 内部も含めエ

ンドツーエンドでのデジタル対応を実現すること 国・地方公共団体を

挙げてデジタルシフトへの組織文化作りと 具体的対応を進めること。

(デジタル社会を形成するための基本原則: ①オープン・透明 ②公平・倫理 ③安全・安心 ④継続・安定・強靱 ⑤社会課題

の解決 ⑥迅速・柔軟 ⑦包摂・多様性 ⑧浸透 ⑨新たな価値の創造 ⑩飛躍・国際貢献)

改革を通じて実現すべき価値

アーキテクチャ 構造改革のためのデジタル原則

一律かつ硬直的な事前規制ではなく、リスクベースで性能等を 規定し

て達成に向けた民間の創意工夫を尊重するとともに、 データに基づく

EBPMを徹底し、機動的・柔軟で継続的な改善 を可能とすること。

データを活用して政策の点検と見直しをス ピーディに繰り返す、機動

的な政策形成を可能とすること。

(GtoBtoCモデル)

(機動的で柔軟なガバナンス)

第6層

第7層

第5層

第4層

第3層

第2層

第1層
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　 書 面 規 制 、 押 印 、 対 面 規 制 の 見 直 し の 議 論 が う ま く 進 め ら れ た こ と も 踏 ま えて、 他 の 領 域 で も 面 の 改 革 の 考 え

が 取 り 入 れ ら れ る こ と が 検 討 さ れ 、 有 人 規 制 を 含 む そ の 他 の 規 制 に つ いても 面 の 改 革 に より 規 制 の 見 直 し が 進 め

る 動 き が 生 じ た 。 有 人 規 制 の 緩 和 の 動 き は 、 2020年 10月 7日 の 規 制 改 革 推 進 会 議 議 長 ・ 座 長 会 合 か ら 始 まって

お り、 同 会 議 に お いて、 河 野 太 郎 大 臣 が、 「 ス タ ー ト は 押 印 の 廃 止 と い う と こ ろ か ら 始 め さ せ て い た だ き ま し た

が 、 次 は 書 面 ・ 対 面 を や め る 。 そ の 次 は 常 駐 ・ 専 任 義 務 を 廃 止 す る 。 」 と 発 言 し  、 有 人 規 制 の 一 つ で あ る 常

駐 ・ 専 任 義 務 を 廃 止 す る こ と が 述 べ ら れて い る 。 そ の 後 、 デ ジタ ル 庁 に お いて、 2021年 11月 か ら デ ジタ ル 臨 時

行 政 調 査 会 、 2022年 2月 か ら デ ジタ ル 臨 時 行 政 調 査 会 作 業 部 会 （ 以 下 「 部 会 」 と い う。 ） が 開 催 さ れ 、 構 造 改 革

の た め の デ ジタ ル 原 則 へ の 適 合 性 の 点 検 ・ 見 直 しや 新 規 法 令 の デ ジタ ル 原 則 へ の 適 合 性 の 確 認 プ ロ セ ス ・ 体 制 構

築 の 検 討 等 が 進 め ら れ る こ と とな っ た 。 部 会 で は 、 ①法 令 に より 「 目 視 」 「 実 地 」 「 巡 視 」 「 見 張 人 を 配 置 」 と

規 定 さ れて い る も の や、 ②法 令 に は 「 目 視 等 」 と 書 いてあ る が、 どこ ま で の 代 替 手 段 が 認 め ら れ る か 分 か ら な い

ので結局目視しかできていない可能性がある目視規制や実施監査規制、③主として物のチェックをする施設や製

品 の 管 理 、 品 質 保 持 な ど の チ ェ ッ ク を す る た め 、 あ る い は 人 へ の 対 応 を す る た め に 求 め ら れ る 常 駐 ・ 専 任 規 制

などの有人規制を含む、代表的なアナログ規制である目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専

任 規 制 、 書 面 掲 示 規 制 、 対 面 講 習 規 制 、 往 訪 閲 覧 ・ 縦 覧 規 制 の 7項 目 の 見 直 し も 進 め ら れ た 。 2022年 6月 3日 に

公 表 さ れ た 資 料 に よ れ ば 、 7項 目 の う ち 、 目 視 規 制 に つ いては 1688条 項 中 1617条 項 、 実 施 監 査 規 制 に つ いては

63条項中59条項、常駐・専任規制については894条項中260条項の見直しの方針が確定している。

2

3

　 こ の よ う に、 デ ジタ ル 庁 が 主 導 す る 面 の 改 革 と して 各 種 の 規 制 の 見 直 し が 進 め ら れてお り、 そ の 中 の 一 部 に 有

人 規 制 の 見 直 し も 含 ま れて い る 。 一 括 見 直 し プ ラ ン で は 、 有 人 規 制 の 見 直 し を 含 む 先 行 す る 7類 型 の 規 制 の 見 直

しだけでなく、地方公共団体の取組の支援、システム整備を通じた見直し、技術的検証を通じた見直し、法令等

の デ ジタ ル 原 則 適 合 性 を 自律 的 か つ 効率 的 に 確 認 で きる 体 制 及び プ ロ セ ス の 構 築 も 進 め ら れて い く が、 各 項 目 の

ス ケ ジュ ー ル は 下 図 の と お り であ る （ 法 令 等 の デ ジタ ル 原 則 適 合 性 を 自律 的 か つ 効率 的 に 確 認 で きる 体 制 及び プ

ロセスの構築については、2つ目の図のとおり前倒しで進められることになっている。）。


　 現在見 直 し が 進 め ら れて い る 有 人 規 制 の み で は な く 、 今 後 、類型化が 可 能 な 有 人 規 制 に つ いては 、 引 き 続 き 面

の改革により規制の見直しが進められることが想定される。

③ 一括見直しプランに基づき今後想定されるスケジュール
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デジタル原則を踏まえた規制の横断的な見直しのスケジュール 4図２
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9月末までに全ての見直し対象条項 
について工程表素案を提出

早期に改正可能な通知通達等につ 
いては、先行的に改正に着手

見直し工程表の

作成・公表


【各府省庁・事務局】

通知通達等の

リスト作成


【各府省庁・事務局】

主な経済界要望の類型化・

先行事例構築・公表


【各府省庁・事務局】

左記以外の主な経済界要望の類型化・

先行事例構築・公表


【各府省庁・事務局】

先行事例を踏まえた見直しの展開

 【各省庁・事務局】

地方向けマニュアル

作成・ 公表

【事務局】

助言・フォローアップ等【事務局】

整備方針を中長期

計画※に記載・公表


 【各府省庁・デジタル庁】

関係者・ベンダー等とシステム整備の検討

 【各府省庁・デジタル庁】

第I期・技術的検証等(1年間) 

【各府省庁・事務局】

第II期・技術的検証等(1年間)

 【各府省庁・事務局】

システム整備 

【各府省庁・デジタル庁】

検証スキームの検討・実施 
【各府省庁・事務局】

法令のデジタル正本提供の 
実証実験に向けた検討等 

【事務局・各府省庁】

法令のデジタル原則適合性を判断するための「指針」の策定 

【事務局・各府省庁】

立法プロセスへの順次組み込み 

【事務局・各府省庁】

※ 「中長期的計画」とは、各府省庁が、今後五か年における情報システムに係る取組等の基本的な方針等を記載した計画
※ 法令等のデジタル原則適合性の 確認プロセス等に係るスケジュー ルの詳細は次ページに記載

法令のデジタル正本提供の機能実装・実証実験 

【事務局・各府省庁】

見直し方針の

検討・改正 


【各府省庁・事務局】

一括的な法改正の検討と具体化 【各府省庁・事務局】

政省令の改正【各府省庁】

※随時 

R 7 常 会

通知通達等の 見直し方針検討・改正

【各府省庁・事務局】 必要に応じて更なる通知通達等の改正※随時

集中改革期間
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デジタル原則への適合性確認のプロセス化に当たっての工程案図３ 5

2022（R4）年

2022（R4）年

2023（R5）年

2023（R5）年

2024（R6）年

2024（R6）年

2025（R7）年

2025（R7）年

第5回検討チーム(5/13)でお示しした工程表

更新後の工程表

デジタル臨調

デジタル臨調

①「指針」

①「指針」

③ 執行調整プロセス

③ 執行調整プロセス

体制整備

体制整備

② 立法プロセス等

② 立法プロセス等

集中改革期間（3年程度）

集中改革期間（3年程度）

デジタル庁にて素案作成 公の会議体で

議論

公の会議体で

議論

試行を踏まえ

見直し

夏：

指針の策定

夏：

指針の策定

重点

重点

重点

重点

概算要求・機構定員要求等

概算要求・機構定員要求等

指針/整備方針に盛り込み

指針/整備方針に盛り込み

詳細設計調整

調整

調整

調整

調整

調整

新 規

新 規

既 存

既 存

R6常会提出法案の

うちから確認

技術動向・

要望の把握

技術動向・

要望の把握

順次対象拡大

R4臨時会提出法案のうちから試行的に確認→順次対象拡大

公の会議体で議論

公の会議体で議論

本格実施

本格実施

前倒し

前倒し

8月：

素案の策定
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　 面 の 改 革 と は 異 な り、 点 の 改 革 で は 、 類 型 化 で きる か 否 か を 問 わ ず、 無 人 化 を は じ め と し た 新 し い 事 業 を 行 う
に 当 た って ハ ー ド ル とな る 法 規 制 の 見 直 し が 進 め ら れて い く も の であ る 。 こ の よ う な 見 直 し と して、 業 界 全 体 で
官公庁も巻き込みながら進められているものもあり、冒頭で挙げた自動運転や自動運航の分野はまさにそのよう
な法規制の見直しに該当するといえる。

　 自 動 運 転 に つ いて み る と、 世 界 最 先 端 の ITS（ Intel l igent  Transport  Systems： 高 度 道 路 交 通 シ ス テム ） を
維 持 ・ 構 築 し 、 世 界 一 の 道 路 交 通 社 会 に よる メ リ ッ ト を 国 民 が 享 受 す る た め の 戦 略 を 官 民 が 一 体 とな って 策 定
し、それを実行することにより、「世界一のITSを構築・維持し、日本・世界に貢献する」ことを目標に、2014
年 6月 に 政 府 に よって 「 官 民 ITS構 想 ・ ロ ー ド マ ッ プ 」 が 策 定 ・ そ の 後 の 改 定 が な さ れ 、 2022年 8月 に は デ ジ タ
ル 庁 に より 「 デ ジタ ル を 活 用 し た 交 通 社 会 の 未 来 2022」 の 決 定 が な さ れ た 。 こ れ ら の 文 書 で 自 動 運 転 の ロ ー ド
マ ッ プ が 示 さ れ て お り、 実 際 に 、 2020年 4月 1日 に 施 行 さ れ た 改 正 道 路 運 送 車 両 法 及 び 道 路 交 通 法 に 基 づ き、
「 自 動 運 行 装 置 」 と い う 、 プ ロ グ ラム に よ り 自 動 的 に 自 動 車 を 運 行 さ せ る た め に 必 要 な 装 置 の 定 義 が 規 定 さ れ
た 。 ま た 、 2022年 4月 27日 公 布 （ 本 稿 執 筆 時 点 に お いて 未 施 行 ） さ れ た 改 正 道 路 交 通 法 に よって、 「 特 定 自 動
運 行 」 と い う 、 自 動 運 行 装 置 を 運 転 者 が い な い 状 態 で そ の 使 用 条 件 内 で 運 行 す る と い う 定 義 が 規 定 さ れ る に 至
り、運転者がいない状況で自動車が運行することを想定した法整備が進められている。

① 業界全体で見直しが進められている分野

ウ. 個別の規制の見直し

自動運転・運転支援のロードマップ図４
6
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　自動運航の分野では、国土交通省において、2018年に自動運航船の実用化に向けて技術開発と基準・制度見

直しの大枠を示したロードマップを策定・公表し、陸上からの操船やAI等による行動提案で、最終的な意思決定

者である船員をサポートする船舶であるフェーズ2の自動運航船を2025年までに実用化することを当面の目標と

定めている。

　自動運転や自動運航のように、政府主導、あるいは政府を巻き込んで業界全体で法規制の見直しが進められて

いる分野については、強い推進力があるため、有人規制を含めた各種規制の改正の実現可能性が高いといえる。

自動運航船の実用化に向けたロードマップ図５
7

技術開発の動向を踏まえて、基準・制度が足枷とならないように可能な措置を順次講じていく。

フェーズ I I自動運航船は、2020年より も 前に国内 で 先進的取 組が開始 されると見込まれ、技術開発・実証を積 極的に支 援

するとともに、基準・制度  等についても 内航船等で可能な措置から実施。また、IM Oの議 論をリードしつつ、外航船等に

おいても 内航船等と同 様の措置を検 討。

フェーズ I I I自動運航船は、船舶の運航に係る権 限・責 任 関 係 への影 響等の検 討など、技術的側面以 外の内 容を含めて中 長

期的に検 討。

先進的・実証的取組が始まる

技

術

開

発

・

実

証

技

術

開

発

・

実

証

I

M

O

-2020 -2025 2025-

船舶・舶用機 器の I o T、ビッグ データ 解 析等を活用した我が国のトップ

ラ ン ナー技術の開発を支 援  例 ) 衝 突 リ ス ク 判 断、船舶機 関 プ ラ ント事

故 防 止、甲 板 機 械の I o T化等

◉  自動運航船の安全な運航を確 保するために必 要な要 件を策定するた
めの実証を実施  

◉  企 画提案をベースに早 期実現可能な技術から順次実証を行う

◉  I M Oの議 論をリード しつつ、外航船等においても  内航船等と同 様

の措置を検 討

◉  技術開発・実証に応じて、新たに船員が必 要とする能力の要 件や、  

船員が当該能力を備えるための教 育の検 討

 船舶の運航に係る権 限・責 任 関 係 への影 響等の検 討

船上機 器がシ ス テ ムとして統 合・相 互に通信しながら一体的に機能し、高度なデータ 解 析

技術や A I 技術によって、船員がとるべき行動の具体的な提案を行い、また、  判 断に必 要な
情 報を視 聴 覚的に提示する船舶や、陸上からの船上機 器の直接的  操作 も可能となる船舶を

想定 ( 依 然として最終意思決定者は船員

i - S h i p p i n g （ O p e r a t i o n ) に よ る 技 術 開 発 補 助 ( 2 0 1 6 ~ )

自 動 運 航 船 実 証 事 業 ( 2 0 1 8 ~ )

よ り 高 度 な 技 術 開 発 ・ シ ス テ ム 化 フ ェ ー ズ I I I 自 動 運 航 船

フ ェーズ Ⅱ  自動運航船

フ ェーズ Ⅲ  自動運航船に対した措 置

普及期を迎える

離着桟や各種の航路交通状況、気象海象条件下でも適 切に機能する
システムを有した船舶であって、自律性が高く 最終意思決定者が船

員でない領域が生じうる船舶を想定

MSC99: 

初期段階としての遠隔操船を想定した際の改
正すべ き条約規定(SOLAS,STCW,COLREGs)

の洗 い出し結果の報告等

技術開発の動向等を踏まえた、 

必要な基準の見直し等

船舶のネットワーク 環 境を活用して各種セ ンサ等のデ ータ

を収 集・通信  する機能や、収 集 データの分析 結 果に基づい
て最適航路の提案やエ ン ジ ン 異 常の通知等の判 断を支 援す

る機能が備 わ った船舶を想定

フ ェーズ I  自動運航船（ I o T 活用船）

内航船等で可能な措置から順次実施  ( 遠
隔 操 船 等 の 自 動 運 航 に 係 る 、 船 内 外 の

設 備の  要 件の検 討 )

改 正 す べ き 条 約 規 定 の 洗 い 出 し

( M S C 9 9 - 1 0 2 )  自 動 化 の 段 階 的 な 発 展
を見据えた洗い出し作業の実

条 約改正検 討

条 約改正せ ずとも実現できること ( 同等効力
や免 除の規定の活用による )から実現

ガ イ ド ラ イ ン 作 成



113 無人化に向けた法規制の見直しの動き

　業界全体ではなく、事業者単位で点の改革を目指している動きもある。近年、グレーゾーン解消制度や規制の

サ ン ド ボ ッ クス 制 度 な ど   事 業 者 単 位 で 利 用 可 能 な 制 度 整 備 が 進 んで き て い る こ と も、 事 業 者 自 身 に よる 動 き が

可 能 とな って い る 背 景 の 一 つ と して 存 在 し 、 特 に、 有 人 規 制 の 見 直 し との 関 係 で は 、 規 制 の サ ン ド ボ ッ クス 制 度

が利用されている。


　 規 制 の サ ン ド ボ ッ クス 制 度 と は 、 AI、 IoT、 ブ ロ ッ ク チ ェ ーン 等 の 革 新 的 な 技 術 や ビ ジ ネ ス モ デ ル の 実 用 化 の

可能性を検証し、実証により得られたデータを用いて規制の見直しに繋げる制度である。ざっくりと言ってしま

えば、見直しをしたい規制がある場合に、規制の見直すために不足しているデータを実証を通じて収集し、法規

制の見直しを実現するため制度といえる。


　 有 人 規 制 の 見 直 し と の 関 係 で 規 制 の サ ン ド ボ ッ クス 制 度 を 利 用 し た 例 と して は 、 大 正 製 薬 株 式 会 社 が 実 施 し

た 、 駅 改 札 内 に お け る OTC販 売 機 を 用 い た 一 般 用 医 薬 品 販 売 の 実 証 が 挙 げ ら れ る 。 実 証 で は 、 資 格 者 の 適 正 な

管理の下、駅改札内に開設済みのドラッグストアの店舗の一部として設置されたOTC販売機において、駅を利用

する一般生活者を対象に、一般用医薬品のうち第二類医薬品及び第三類医薬品（要指導医薬品及び第一類医薬品

を 除 く ） の 販 売 が な さ れ た 。 現 在 の 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 や 同

法 律 の 施 行 規 則 に よ れ ば 、 第 二 類 医 薬 品 及 び 第 三 類 医 薬 品 の 区 分 に 応 じ 、 薬 剤 師 又 は 登 録 販 売 者 に 販 売 を さ せ

る こ と が 求 め ら れてお り、 有 人 規 制 が 存 在 して い る 状 況 であ る 。 実 証 に より、 第 二 類 医 薬 品 及 び 第 三 類 医 薬 品 の

販売を含む医薬品の販売に係る有人規制を見直すことが目指されている事例であるといえる。

② 事業者単位で進められている動き

大正製薬株式会社の実証における販売フロー図６

8

「薬剤師又は登録販売者から直接情報提供を希望す る方は店舗で購
入をお願いします」 という趣旨を表示

店舗へ誘導し、


店舗の資格者が情報提供


 (薬機法施行規則第159 条の14第2項第1号関係)


・店舗は視認可能な 範囲


・店舗までは迷うことなく 容易に到達可能

資格者が販売 (代金の精算等は、一般従 事者も行

うことが可能)

決済

商品提供

実証参加の同意取得、 年齢 (18歳以上 (高校生を除く））の確認

選択したOTCの情報を確認 (用法・用量、効能・効果など)

購入したいOTCの種類、個数を選択

購入決定ボタンを選択

決済

商品提供

資格者が設定した質問に対する回答により、購入希

望者の状態を確認 (本剤のアレルギー、妊娠有無、 併用す る医薬品

がないことなど)

・実証実験中であること 

・資格者の氏名、店舗等の
連絡先 (薬機法施行規則159

条の14第2項第2号関係)

O T C 販 売 機 で の 購 入 を 希 望 す る

直 接 の 情 報 提 供 を 希 望 す る

同 意 し な い  /  1 8 歳 未 満

確 認 し な い

購 入 希 望 者 の 状 態 が 、  


資 格 者 が 設 定 し た 状 態 を 満 た さ な い

購 入 希 望 者 が 、 資 格 者 が 設 定 し た


上 限 を 超 え る 数 量 を 購 入 希 望

資 格 者 が O T C 販 売 機 の 表 示 を 確 認 し 、  
判 断 で き る 状 況 に あ る と き に 、 作 動 状
態 に  す る ( 資 格 者 が 判 断 で き な い 状 況
の と き  に は 、 購 入 が で き な い よ う に 作

動 停 止 状 態  に す る )

※ 1

※ 2 構築す るシステムで は 、 実際の 購買行
動 を加味し て ア クション の順番が前後

す る 可 能 性 は あ る が 、本実 証 の必要条
件を 全 て 満 た す も の と す る

O T C 販 売 機 で 販 売 し な い場合

同 意 す る 、 1 8 歳以上

確 認 し た

資 格 者 が 設 定 し た 状 態 を 満 た す

資 格 者 が 設 定 し た 購 入 可 能 数 の 上 限以下 の個数 を選択資 格 者 が 設 定 し た 購 入 可 能 数 の 上 限以下 の個数 を選択

選択し た 内容の 表 示

販 売 可 の 通知

資 格 者 の勤務する

店 舗 の端末に 表 示

資 格 者 の 関与の

具体的方 法 を 実 証

資 格 者から 直 接 の 情 報 提 供 を 希 望 す る方や 購 入条件に 満 た な い方は 店 舗へ案内 す る 。

O TC 販 売 機 で手続き が 開始さ れ る と、 資 格 者 の勤務す る 店 舗 の端末に 表 示 さ れ る 。

動 作 状 況 、 販 売 状 況 は 、 数秒ごと に、 店 舗 の端末に 表 示 さ れ る 。

POPや電子公告で明示
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　 ま た 、 株 式 会 社 Ne w Innovationsが 行 っ た 、 ロ ボ ッ ト を 用 い た 無 人 カ フ ェ であ る root  Cの 営 業 の 実 証 も、 有
人規制を見直すための実証である。実証では、無人の飲食店という形で乳を含む飲料が販売された。食品衛生法
に 基 づ く 飲 食 店 営 業 を 無 人 で 行 う こ と 自 体 は 、 厚 生 労 働 省 が 作 成 し た 「 HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理 
の 制 度 化 に 関 す る  Q&A」 （ 平 成 30年  8月 31日 作 成 （ 最 終 改 正 ： 令 和 3年 5月 31日 ） ） の 問 28に 基 づ き 認 め ら れ
ている。一方で、食品衛生法施行規則や条例では無人であれば不要な施設基準（従業者の手指を洗浄する設備な
ど ） を 設 け てお り、 無 人 であ る 場 合 で もそ の 例 外 が 定 め ら れて い な い 。 そ の た め 、 無 人 の 飲 食 店 を 営 業 す る 際 に
も、有人の場合と同じような施設を設ける必要があり、コストが増大することで無人の飲食店営業の拡大に繋が
ら ない 状 況に ある 。 この よ うに、 有人 であ るこ とを 前 提と し た施 設基 準 の見 直 しに 向け た 取り 組 みと して、 有人
規制の見直しに動いている例として挙げることができる。

root Cの写真 9図７
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　 1.で記 載 し た と お り、無人 化 を 可能とす る技術 の 発 展が進 んでお り、 そ の よ う な技術は社 会 の イ ンフ ラ とな っ
ているコンビニエンスストアでも進んでいる。

　 大 手 コ ン ビ ニエンス ス ト ア の 動 き を 見 る と、 ロ ー ソ ンは、 2019年 に 深 夜 に 売 り 場 を無人 とす る 「 スマ ー ト 店
舗 （ 深 夜 省 人 化 ） 実 験 」 を 行 っている 。 同 実 験では、 深 夜 帯 の 5時 間 を無人営業と し 、 専 用 ア プ リ を 使 って ド ア
を 開 錠 し 、 セ ル フ レ ジ か ロ ー ソ ンスマ ホ レ ジで会 計 を す る という 仕 組 み に より 実 施 さ れ た 。 ま た 、 2020年 2月 に
は、 「 ロ ー ソ ン 富 士 通 新 川 崎 TSレ ジ レ ス 店 」 生 体 認 証 と 商 品 棚 の セ ン サ ー を 組 み 合 わ せ 、 商 品 を 手 に して 退 店
す るだけで決済できる レ ジ無し 店 舗 の 実 験 も 行 っ た 。 2022年 10月 には、 同 様 の レ ジ無し 店 舗であ る ウ ォ ー クス
ル ー決済導 入 店 舗 「 Lawson Go MS GARDEN店 」 を 、三菱 食 品 株 式 会 社本社 に オ ープ ン している 。 店 舗 従業員
は商 品 の 品 出 し 作業等 を 行 うが、 レ ジ業務は行 わ ず、顧客がど の 商 品 をいく つ 手 に とっ た の か を AIが判 別 し 、 店
舗を出ると自動的に決済される仕組みとなっている。

　 セ ブ ン イ レ ブ ンでは省 人 化が目指さ れてお り、 一 部業務 に ついて無人での 対 応が可能とな るシス テム の 実 証 実
験 な どが行 われている 。 2018年 12月 には、 省 人 型 店 舗 と して 「 セ ブ ン -イ レ ブ ン三田 国際ビ ル 20F店 」 を オ ープ
ンした。同店舗では、日本電気株式会社（NEC）と連携し、顔と虹彩の生体認証による決済システムの実証実験
が行 われ た 。 こ のシス テム を 利 用 す る こ と に より、顧客は従業員 と 対 面 す る こ とな く 、 レ ジ端末 に も 触 れ ず決済

が可能となっていた。

　 ファミ リ ー マ ー トは、無人決済店 舗 の 導 入 を 進 め てお り、 2022年7月 末 時 点では無人決済シス テム を 導 入 し た
店 舗は6店 舗であ るが、 2024年 度 までに 1000店 舗 の 出 店 を 目指している 。 ファミ リ ー マ ー ト の無人 店 舗では、
スター ト ア ッ プ 企業であ る 株 式 会 社 TOUCH TO GOが開 発 し た無人決済シス テム を 利 用 してお り、 店 舗 の天井 に
取 り 付 け ら れ た セ ン サ ー カ メ ラが顧客が手 に 取 っ た 商 品 を 認 識 し 、顧客が決済エリ ア に 立 つ こ とで、タッ チ パ ネ
ル に 商 品 名 と 購 入 金 額 が表 示 さ れ 、 自 分 で決済 して 購 買 を 完 了 す る こ と がで きる 。 ま た 、 Telexistence株 式 会
社が開 発 し た AIロ ボ ッ ト 「 TX SCARA」 と 店 舗 作業分 析シス テム 「 TX Work Analyt ics」 を 2022年 8月 より 順 次
導入しており、飲料補充業務など店舗業務をAIロボットが代替することも目指されている。

　 ま た 、 国 外 に 目 を向け る と、 米 国 の Amazon Goや Eatsa、 中 国 の Bingo Box、 韓 国 の イ ー マ ー ト 24な ど 各 国
でも無人での店舗運営がなされる例が出てきている。

2.1 無人コンビニを実現する技術

無人化に向けた法規制の見直しの動き

Policy makers lab Journal,  vol.2
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「ファミマ!!サピアタワー／Ｓ店」写真（筆者撮影）図８

2.2 無人コンビニを普及させるために見直しが検討されるべき法規制

　技術的には実現可能になってきている無人コンビニであるが、普及するためには既存の法規制の見直しも必要

に な る 。 無 人 コ ン ビ ニ が 「 普 及 」 す る と い う 観 点 で 考 える と、 無 人 とす る こ とで 人 件 費 が 削 減 で き た と しても、

システムの導入費用を上回る売上をあげ、利益を十分に得ることができなければ無人化が進みづらい側面はある

といえる。売上を多くするためには、多様な商品を販売できることが重要である。無人コンビニに関連する法規

制は様々存在するものの、多様な商品を販売するという観点から、ここでは、調理を必要とする商品の販売に関

連して食品衛生法に基づく飲食店営業許可、酒・たばこの対面販売に関連して二十歳未満の者の飲酒の禁止に関

する法律及び二十歳未満の者の喫煙の禁止に関する法律を取り上げる。

　 コ ン ビ ニ で は 、 唐 揚 げ、 フ ラ イ ド ポ テ ト、 串 物 な ど の ホ ッ ト ス ナ ッ ク、 お で ん 、 カ ウ ン タ ー 横 に 置 か れ た コ ー

ヒ ー マ シ ーン な ど、 調 理 を して 販 売 す る 商 品 が 置 か れて い る こ と も 多 い 。 こ の よ う な 商 品 を 販 売 す る に あ た って

は、食品衛生法に基づき飲食店営業許可を取得することが必要になる。無人化との関係では、飲食店営業に係る

衛生管理基準と施設基準が課題となる。

ア. 無人化を推進するために課題となる法規制

イ. 食品衛生法に基づく飲食店営業許可
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　 飲 食 店 営 業 を 行 う 場 合 、 営 業 者 は 、 食 品 衛 生 法 令 が 定 め る ｢ 一 般 的 な 衛 生 管 理 ｣ 及 び ｢ HACCPに 沿 っ た 衛 生 管
理 ｣ に 関 す る 基 準 に 基 づ き、 衛 生 管 理 計 画 を 作 成 す る な ど 公 衆 衛 生 上 必 要 な 措 置 を 採 る 必 要 が あ る （ 食 品 衛 生 法
51条 1項 及 び 2項 、 食 品 衛 生 法 施 行 規 則 66条 の 2第 1項 乃 至 第 3項 、 同 施 行 規 則 別 表 17及 び 18） 。 ま た 、 食 品 衛 生
法 に 基 づ く 飲 食 店 営 業 許 可 は 都 道 府 県 知 事 か ら 与 え ら れ る と こ ろ 、 衛 生 管 理 基 準 に 関 しては 許 可 要 件 と しては 規
定 さ れて い な い が 、 衛 生 管 理 基 準 に 基 づ く 公 衆 衛 生 上 必 要 な 措 置 を 遵 守 して い な い 場 合 に は 、 営 業 許 可 の 取 消
し 、 営 業 の 禁 止 又 は 停 止 が な さ れ る 可 能 性 が あ る （ 食 品 衛 生 法 60条 1項 ） 。 そ の た め 、 実 際 の 運 用 で は 、 飲 食 店
営業許可を与える際にも、衛生管理基準に基づく措置については確認されているという状況にある。

　 衛 生 管 理 基 準 と して、 食 品 衛 生 責 任 者 等 の 選 任 は 定 め ら れて い る が、 常 時 店 舗 に い な け れ ば な ら な い と い う 規
定 は 定 め ら れ て い な い （ 食 品 衛 生 法 施 行 規 則 別 表 17・ 1参 照 ） 。 ま た 、 衛 生 管 理 基 準 に 関 連 し て 、 HACCPに
沿 っ た 衛 生 管 理 の 制 度 化 に 関 し て よ く 寄 せ ら れ る 質 問 に つ い て の 回 答 を 厚 生 労 働 省 が ま と め た 「 HACCP（ ハ
サ ッ プ ） に 沿 っ た 衛 生 管 理 の 制 度 化 に 関 す る Q&A」   に お いても、 以 下 の よ う な 問 と 回 答 が 記 載 さ れてお り、 無
人店舗で飲食店営業許可を取得できることが可能であることが前提とされている。

　 飲 食 店 営 業 許 可 に 関 して、 都 道 府 県 は 、 食 品 衛 生 法 施 行 規 則 で 定 め る 基 準 を 参 酌 して、 条 例 で、 公 衆 衛 生 の 見

地 か ら 必 要 な 基 準 を 定 め な け れ ば な らず、 原 則 と して、 都 道 府 県 知 事 は 、 そ の 営 業 の 施 設 が 同 基 準 に 合 う と 認 め
る と き は 、 許 可 を し な け れ ば な ら な い （ 食 品 衛 生 法 54条 及 び 55条 、 食 品 衛 生 法 施 行 令 35条 1号 、 食 品 衛 生 法 施
行規則66条の7、同施行規則別表19）。

　そのため、衛生管理基準との関係では、飲食店営業許可を取得した上で無人コンビニを運営することも可能で
あ る と い える 。 し か し 、 飲 食 店 営 業 許 可 を 与 える 地方自治体 の 現 場 に お いては 、 実 例 が ま だ あ ま り 多 く な い と い
う こ と も あ り、 無 人 店 舗 で 営 業 許 可 を 取 得 す る こ と に つ いて な か な か 理 解 が 得 ら れ ず、 現 状 と しては 、 保 健 所 と
の 折 衝 に 時 間 が か か る 、 あ る い は 最 終 的 に 許 可 を 取 得 で き な い と い う ケ ース も 存 在 して い る と こ ろ で あ る 。 ま
た 、 無 人 店 舗 の 場 合 の 衛 生 管 理 に つ いても、 具 体 的 に ど の よ う な 管 理 方 法 であ れ ば 問 題 が な い の か と い う 基 準 が
明 確 で は な く 、 そ の こ と も 無 人 店 舗 と して 営 業 許 可 を 取 得 す る こ との 難 し さ の 一 因 に な って い る よ う に も 思 われ
る。

　そのため、無人コンビニで飲食店営業許可を取得していくためには、どのような衛生管理を行うべきであるの
かを検討していくことが必要である。

① 衛生管理基準

② 施設基準

問28（食品衛 生責任者等の選任）無 人店舗や調理機能を有する自動販売機の場合、食品衛 生責任者は

どのようにして衛生管理にあたればよいですか。

1 0

○食品衛生責任者が無人店舗又は自動販売機を巡回するなどにより衛生管理に当たることが可能です。
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　コンビニが飲食店営業許可を取得して販売する商品は既製品（おでんなどのそのまま喫食可能な食品）や半製

品（唐揚げ、フライドポテトなど）であるため、簡易な営業として施設基準は通常の飲食店営業の場合よりも一

部緩和されている（食品衛生法施行規則別表19・5ロ）。しかし、食品衛生法が想定する無人であることを想定

したものではないため、無人であれば不要と考えられる施設基準（たとえば、従業者がその場にいることを想定

された同別表3・チ、ヲ、タなど）もあり、また、無人店舗である場合に有人とは異なる観点からの施設基準の

見直しも検討されるべきである。施設基準の見直しにより、より少ないスペースで無人コンビニを出店すること

が可能になれば、より柔軟な形態での出店も可能となり、無人コンビニの普及に繋がることが考えられる。

　コンビニでの売上のうち酒・たばこが3～4割を占めるともいわれており、酒・たばこの販売ができるかどう

かによって、想定される売上額に大きな影響が生じると考えられる。そのため、無人コンビニを普及させるため

には酒・たばこの販売も認められることが望ましいといえるが、酒・たばこの販売に関しては、二十歳未満の者

の飲酒の禁止に関する法律及び二十歳未満の者の喫煙の禁止の法律が問題になる。

　二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律及び二十歳未満の者の喫煙の禁止の法律では、それぞれ、販売者

は、20歳未満の者への酒やたばこの販売を防止するために、年 齢 確認その他の必要なる措 置を講 ずるものとさ

れている。この点、年齢確認「その他の必要なる措置を講ずるもの」とされていることから、条文上は、販売防

止の措 置として年 齢 確認のみに限定しているわけではない。また、年 齢 確認を行う場合であっても、確認方法は

限定されていない。もっとも、運 用上は、原則として対 面での年 齢 確認が必要であるとされている。例 外 的に、

店舗と同じ敷地内に従業員がおり、その従業員が対面せずに年齢確認を承認できるような運用も許容されている

例もある   。その場合でも、敷 地 内に従業員が存 在しない形で、遠 隔での本人確認は認められていないため、結

局店舗に人が存在することが必要であり、完全な無人での販売は難しい状況にある。


　この点、二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律及び二十歳未満の者の喫煙の禁止の法律が「 年 齢の確認

其の他の必要なる措 置 」を求めているのは、2 0歳未満の者にとっては酒やたばこの悪影響は大きいため、2 0歳

11

ウ. 酒・たばこの対面販売

■二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律

■二十歳未満の者の喫煙の禁止に関する法律

1条4項


営業者にして其の業態上酒類を販売又は供 与する者は20歳未満の者の飲酒の防止に資する為 年 齢の確

認其の他の必要なる措置を講ずるものとす

4条


煙草又は器具を販売する者は20歳未満の者の喫煙の防止に資する為 年 齢の確認其の他の必要なる措 置

を講ずるものとす
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未 満 の 者 に 対 す る 販 売 を 防 止 し 、 健 全 育 成 を 図 り、 そ の 福 祉 を 守 る た め であ る 。 か か る 法 律 の 趣 旨 は 尊 重 さ れ る

べ き で あ る と い え 、 酒 ・ た ば こ を 20歳 未 満 の 者 に 対 して 販 売 し な いよ う に す る 措 置 は 重 要 で あ る 。 か か る 措 置

が 対 面 であ る 必 然 性 は な い が、 現 在 の 対 面 販 売 の 運 用 が 原 則 とな って い る 背 景 と しては 、 対 面 以 外 の 販 売 方 法 で

は 20歳 未 満 の 者 に 対 す る 販 売 の 防 止 が 十 分 に で き ず、 ま た 、 対 面 販 売 で あ れ ば 20歳 未 満 の 者 に 対 す る 販 売 が 防

止できるという考えが前提としてあるように思われる。


　 対 面 以 外 の 販 売 方 法 の 可 能 性 に つ いては 、 2021年 3月 29日 付 「 令 和 2年 度 流 通 ・ 物 流 の 効 率 化 ・ 付 加 価 値 創 出

に 係 る 基 盤 構 築 事 業 （ 省 力 化 店 舗 実 現 可 能 性 検 討 事 業 ） 報 告 書 」   に お いて、 デ ジタ ル 技 術 を 活 用 し た 成 人 認 証

の 導 入 に つ いて 検 討 さ れて い る 。 同 報 告 書 で は 、 現 在 は 対 面 で 行 われて い る 成 人 確 認 業 務 を 、 デ ジタ ル 技 術 を 活

用 して 実 施 す る こ と を 目 指 し 、 技 術 動 向 や 法 制 度 、 消 費 者 の 受 容 性 の 調 査 、 及 び 「 デ ジタ ル 技 術 を 活 用 し た 成 人

認 証 に 関 す る 検 討 会 」 に お け る 専 門 家 の 意 見 も 踏 ま えて、 事 業 者 が 配 慮 すべ き 事 項 と 対 策 の 方 向 性 を 取 り ま と め

ら れてお り、 デ ジタ ル 技 術 で 代 替 すべ き と い う こ と が 述 べ ら れて い る わ け で は な い 。 も っ と も、 記 載 さ れて い る

技 術 に 関 す る 記 載 を 前 提 とす れ ば 、 様 々 な 留 意 事 項 ・ 検 討 事 項 が あ る こ と は 前 提 と して、 対 面 販 売 以 外 の 方 法 に

よる販売の可能性も十分にある。


　 ま た 、 対 面 販 売 で あ れ ば 20歳 未 満 の 者 に 対 す る 販 売 が 防 止 で き る と い う 考 え に つ いて は 、 む し ろ 、 対 面 販 売

で あ る か ら こ そ 販 売 を 防 止 で き な い ケ ース も あ る と 考 え ら れ る 。 す な わ ち 、 20歳 未 満 で あ る と コ ン ビ ニ の 店 員

が 認 識 し た と しても、 顧 客 か ら 販 売 を 強 く 求 め ら れ た り、 場 合 に よっては 強 要 さ れ 、 販 売 を 断 り 切 れ な い ケ ース

も あ り 得 る   。 こ の よ う に、 販 売 者 が 人 間 で あ る 場 合 に は 、 精 神 的 に 販 売 を 断 り 切 れ な い こ と も あ る だろ う が、

こ の 点 を 機 械 的 に 処 理 で き る よ う に な れ ば 、 20歳 未 満 の 者 に 対 し て の 販 売 を 画 一 的 に 防 止 で き る 可 能 性 が あ

る。


　法律の趣旨を尊重するという観点からも、酒・たばこの対面販売以外の販売方法は検討されるべきであるとい

える。
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　 無 人 コ ン ビ ニ を 実 現 す る 技 術 は 整 え ら れてき てお り、 無 人 コ ン ビ ニ を 普 及 さ せ る た め に は 、 法 規 制 の 見 直 し を

検 討 すべ き 状 況 に な ってき て い る 。 も っ と も、 法 規 制 の 見 直 し と い っても、 具 体 的 に ど う 見 直 せ ば い い の か に つ

いては 現 時 点 で は 明 確 で は な い 点 も 多 く 、 コ ン ビ ニ 業 界 に お いても、 無 人 化 とすべ き か、 あ る い は 人 は い る こ と

を 前 提 に 省 人 化 を 進 め る べ き か な ど、 方 針 が 分 か れてお り、 無 人 コ ン ビ ニ の 実 現 可 能 性 と い う 観 点 か ら 幅 広 い 検

討 が な さ れて い る 状 況 に は な い と 考 え ら れ る 。 そ の た め 、 ま ず は 、 経 済 産 業 省 に お いて 設 置 さ れて い た 「 新 た な

コンビニのあり方検討会」や、本文でも触れた「流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業（省力

化 店 舗 実 現 可 能 性 検 討 事 業 ） 」 の 報 告 書 の 提 出 に あ た って 組 成 さ れ た 「 デ ジタ ル 技 術 を 活 用 し た 成 人 認 証 に 関 す

る 検 討 会 」 の よ う に、 官 公 庁 、 コ ン ビ ニ 業 界 各 社 、 有 識 者 、 関 係 す る 団 体 な ど を 構 成 員 とす る 検 討 会 を 改 め て 官

主導で立ち上げて、法規制や実務上の論点について幅広い議論を行っていくべきであると考える。


　 検 討 事 項 は 多 く 、 法 規 制 を 取 っても、 本 稿 で 述 べ た 飲 食 店 営 業 許 可 や 酒 ・ た ば こ の 販 売 に 関 す る 規 制 以 外 に も

数 多 く 存 在 す る と 考 え ら れ る   。 検 討 すべ き 法 規 制 を 特 定 し た 上 で、 多 様 な ス テ ー ク ホ ル ダ ー に よる 議 論 を 通 じ

て、 見 直 し の 方 向 が 検 討 さ れ る こ と が 期 待 さ れ る 。 見 直 し に あ た っては 、 各 国 の 無 人 コ ン ビ ニ に 関 す る 法 規 制 に

も 目 を 向 け る べ き であ り、 そ れ ら の 情 報 を 取 り ま と め て い く こ と も 重 要 であ る 。 ま た 、 実 務 上 の 情 報 と しても、

無 人 コ ン ビ ニ の 実 際 の ニ ーズ 、 地 域 や 場 所 に よる ニ ーズ の 差 、 無 人 コ ン ビ ニ の 防 犯 対 策 、 ニ ーズ に 応 じ た 無 人 化

と 省 人 化 の 使 い 分 け、 無 人 とす る 場 合 の 営 業 時 間 、 無 人 コ ン ビ ニ に 関 す る 海 外 の 動 向 、 海 外 に お いて 普 及 が 進 ん

でいない場合にはその理由の分析、コンビニ各社の要望、コンビニオーナー側の要望、無人コンビニを可能とす

る技術の現状とコストなど、取りまとめるべき事項は多い。


　無人コンビニをはじめとした無人店舗の必要性は将来的にさらに高まることが想定される。リテールテックと

呼 ば れ る 技 術 発 展 も 進 んで い る こ と も あ り、 他 国 に 遅 れ を と ら な いよ う に、 業 界 全 体 で 取 り 組 んで い く こ と が 重

要である。

1 5
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